
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点 

 平成 28 年９月の規制緩和を受け、地域金融機関の間で支店の窓口営業時間を弾力運

用する動きがある。29 年以降、来店客の少ない小型の支店を中心に昼休みを設ける事

例が広がっている。昼休みを設けることで少人数での支店運営を実現すると同時に、防

犯対策や職員の勤務管理の適正化といった側面もある。特に、過疎地域での有人チャネ

ルの維持方法として支店窓口営業時間の弾力運用への注目度は高く、30 年以降、導入

が加速する見込みである。同時に地域の実態に合わせる形で、都市部支店などでも窓口

営業時間の弾力運用が増えていくと予想される。 

 そこで本稿では、地域金融機関の支店における窓口営業時間の弾力運用の動向につい

て取り上げる。 

 

要旨 

 平成 28 年９月の規制緩和により、金融機関支店の窓口営業時間の弾力運用が容易

となった。 

 29年１月現在、複数の地方銀行および信用金庫で支店の窓口営業時間の弾力運用が

みられる。現状、弾力運用の大半が昼休みの設定である。 

 導入目的は、実態に見合った①人員配置または②営業時間の設定に加え、少人数店

舗の③防犯対策や④職員の勤務管理の適正化などがあげられる。特に過疎地域にお

いては、店舗ネットワークを維持するための選択肢の一つと期待される。 

 今後は地域の実情に合せ、都市部などでも支店窓口営業時間の弾力運用が拡大する

と予想される。個々の地域金融機関が生産性の高い営業体制を確保するべく、独自

性を発揮した店舗運営を目指していく見込みである。 

 

キーワード 

信用金庫法施行規則 第百二十九条、窓口営業時間の弾力運用、昼休み、少人数店舗 

2009 年度中の全国信用金庫主要勘定増減状況（速報）‐貸出金増加に伴い、預貸率も上昇へ‐ (2009 年 5 月 13 日）  

海外経済調査レポート 

Ｎｏ．１１ 
 

S C B 
SHINKIN 

CENTRAL 

BANK 

２０００．１０ 

金融調査情報 

２９－２９ 

SHINKIN 

CENTRAL 

BANK 

（２０１８．１．２９） 

地域金融機関における支店窓口営業時間の弾力運用の動向について 

地域・中小企業研究所 

〒103-0028  東京都中央区八重洲 1-3-7 
 TEL.03-5202-7671  FAX.03-3278-7048 
 URL  http://www.scbri.jp 

S C B 



       ©信金中央金庫 地域・中小企業研究所 

 

   金融調査情報 ２９－２９   ２０１８．１．２９ 

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 はじめに                                    

 平成 28 年９月の規制緩和を受け、地域金融機関の間で支店の窓口営業時間を弾力運

用する動きがある。29 年以降、来店客の少ない小型の支店を中心に昼休みを設ける事

例が広がっている。昼休みを設けることで少人数での支店運営を実現すると同時に、防

犯対策や職員の勤務管理の適正化といった側面もある。特に、過疎地域での有人チャネ

ルの維持方法として支店窓口営業時間の弾力運用への注目度は高く、30 年以降、導入

が加速する見込みである。同時に地域の実態に合わせる形で、都市部支店などでも窓口

営業時間の弾力運用が増えていくと予想される。 

 そこで本稿では、地域金融機関の支店における窓口営業時間の弾力運用の動向につい

て取り上げる。 

 

 １．支店窓口営業時間の弾力運用の状況 

（１）規制緩和の実施 

 平成 28 年９月の規制緩和により、金融機関支店の窓口営業時間の弾力運用が容易と

なった。規制緩和前は、信用金庫法施行規則 第百二十九条（業務取扱時間）1によって、

『①当該事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定す

る業務取扱時間とは異なる業務取扱時間とする必要がある場合、②当該事務所の顧客の

利便を著しく損なわない場合、③当該事務所が当座預金業務を行つていない場合』（抜

粋）の３要件を満たした場合、窓口営業時間の変更が可能であった2。そのため信用金

庫のなかには、支店を出張所または一般代理店に種類変更し当座預金業務を取り扱わな

いようにしたうえで、昼休みを設けるなどの対応が取られてきた。 

 しかしながらＡＴＭやインターネットバンキングなどが普及し、また近隣店舗などを

案内することで顧客利便性の低下を抑えられるため、規制緩和では『当座預金業務を取

り扱っていないこと』が条件から削除された3。 

                            
1 銀行の場合は銀行法施行規則 第十六条 
2 ここで言う「変更」とは、平日９時～15 時までの窓口営業時間の短縮を想定する。 
3 詳しくは、金融庁ＨＰ（平成 28年９月 15 日公表）を参照願いたい。 
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（２）導入状況 

 規制緩和を受け、29 年に入り支店の窓口営業時間を弾力運用する地域金融機関が増

え始めた。図表１のとおり 30 年１月現在、地方銀行の 10 行 19 支店、信用金庫の５金

庫 10 支店で、窓口営業時間が弾力運用されている4。これら 29 支店の弾力運用の内訳

をみると、昼休みが 24 支店、業務時間の前倒しが１支店、業務時間の後倒しが４支店

となる。 

 地域的には、本店所在地ベースで北海道が３金融機関、東北が５金融機関、関東が２

金融機関、北陸が１金融機関、近畿が１金融機関、四国が２金融機関、南九州は１金融

機関である。東京都、愛知県、大阪府といった大都市部での導入事例はみられず、現状

は過疎地域の支店での実施が大半となる。 

 

（図表１）支店の窓口営業時間の弾力運用状況（平成 30 年１月現在） 

金融機関 開始時期 支店数 弾力運用の内容 

地方銀行Ａ 29 年 1 月 4日 １ 8:30～14:30に変更（30 分短縮） 

地方銀行Ｂ 29 年 1 月 4日 １ 11:30～12:30 まで休業 

地方銀行Ｃ 29 年 4 月 3日 １ 12:00～13:00 まで休業 

地方銀行Ｄ 29 年 4 月 3日 ３ 12:00～13:00 まで休業 

地方銀行Ｅ 29 年 6 月 16 日 １ 11:30～12:30 まで休業 

地方銀行Ｆ 29 年 6 月 19 日 １ 11:30～12:30 まで休業 

地方銀行Ｇ 29 年 10 月 2 日 ４ 11:30～12:30 まで休業 

地方銀行Ｈ 29 年 10 月 16 日 １ 12:00～13:00 まで休業 

地方銀行Ｉ 29 年 12 月 4 日 ２ 12:00～13:00 まで休業 

地方銀行Ｊ 29 年 12 月 30 日 ４ 10:00～15:00 に変更（店舗による） 

信用金庫Ｋ 29 年 10 月 2 日 ３ 11:30～12:30 まで休業 

信用金庫Ｌ 30 年 1 月 4日 ３ 11:30～12:30 まで休業 

信用金庫Ｍ 30 年 1 月 4日 ２ 12:30～13:30 まで休業 

信用金庫Ｎ 30 年 1 月 4日 １ 11:30～12:30 まで休業 

信用金庫Ｏ 30 年 1 月 4日 １ 11:30～12:30 まで休業 

（備考）各行庫のＨＰおよびニュースリリースより信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成 

 

（３）昼休みの設定内容 

 現状、弾力運用の大半が昼休みの導入である。そこで昼休みの内容などをみてみたい。

昼休み時の店舗閉鎖方法については、①シャッターを閉める事例、②自動ドアを止め昼

休み中の案内カードを掲示する事例、③窓口に案内を出す事例（ロビーへの入店可）な

どがある。これらは当該店舗のＡＴＭの位置や、出入り口のレイアウトによる個別事情

が大きいようである。 

                            
4 規制緩和以前から弾力運用を実施中の支店および出張所、代理店の弾力運用を除く。 
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 窓口を閉める昼休みの時間中もＡＴＭを稼働させており、顧客利便性の低下を大きく

損なわないようにしている。また、仮に昼休み中に急ぎの相談を求める顧客が来店した

場合やＡＴＭ操作でトラブルが生じた場合などは支店職員が応対するなど、柔軟な対応

を図ることとしている。 

 なお、現時点で窓口営業時間を弾力運用する支店の多くは、事業性融資を取り扱わな

い個人特化型支店のようである。 

 

 ２．導入の狙い       

 地域金融機関が窓口営業時間を弾力運用する目的は、地域の実態に見合った①人員

配置または②営業時間の実現に加え、少人数店舗の③防犯対策や④職員の勤務管理の

適正化などがあげられる（図表２）。 

 

（図表２）弾力運用の目的 

実態に見合った人員配置 
来店客の少ない小型の支店などについて、さらなる少人数化を実

現する。 

実態に見合った営業時間 
ショッピングセンター内の支店の開店時間を当該センターに合せ

るなど、窓口営業時間を実態に合わせる。 

少人数店舗の防犯対策 
店頭が手薄となる昼食時間帯の防犯対策を強化するため、昼休み

を設ける。 

少人数店舗の職員の勤務

管理の適正化 

職員の勤務管理を適正化し、休憩時間を充分に取得できるよう昼

休みを導入する。 

（備考）信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成 

 

（１）実態に見合った人員配置 

 地域の実態に見合った人員配置の実現を目的とする。地域金融機関の収益環境が厳

しくなるなか、過疎地域の小型店舗や赤字店舗などを統廃合する動きがある。限られ

た経営資源を有効活用するためには、より多くの融資が見込める都市部などに職員を

傾斜配置していくことは経営戦略として不可欠と言える。 

 その一方で、地域金融機関として地域からの撤退が難しいケースもみられる。特に

融資先の移管が困難な飛び地の支店の場合、種類変更による人員効率化を行いにくい

ケースもあろう。そこで過疎地域の支店などを維持する代わりに必要最低限の人員配

置にまで絞り込む案が浮上した。人員を効率化することで当該支店の採算改善も見込

まれる。ただし、少人数で支店を運営するには９時から 15時まで窓口を開けるに十分

なローテーションを組めず、その解決策として昼休みを設ける事例が登場したと考え

られる（図表３）。職員全員が一整に休憩を取るため、防犯対策などで効果が期待さ

れるし、充分な休憩時間の取得などの勤務管理の適正化にもつながる。 
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（図表３）ローテーションのイメージ（４人での支店運営の例） 

  （昼休みなし）                （昼休みあり） 

9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15

支店長 支店長

支店長代理 支店長代理

テラー① テラー①

テラー② テラー②
 

（備考）1.白抜きが休憩時間 

    2.信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成 

 

（２）実態に見合った営業時間 

 地域の実情に見合った営業時間を実現する目的がある。ショッピングセンターなど

の商業施設内にインストアブランチを支店出店する場合などが代表例となる。仮に当

該センターの開店時間が 10時だとすると、当該インストアブランチの窓口営業時間も

10 時スタートにして何ら問題はないのではないか（支店である限り、規制緩和前の窓

口営業時間の後ろ倒しは困難であった）。29 年に窓口営業時間の弾力運用を開始した

ある地域銀行では、市場内の支店の窓口営業時間を 30分早める代わりに終了時間を 30

分前倒している。これは、市場で働く卸売業者などのニーズに応えた取組みと考えら

れる。 

 

（３）少人数店舗の防犯対策 

 少人数店舗の防犯対策を目的とする。図表３の例では、昼休みなしの場合、12 時～

14時までの２時間、店頭で接客する職員は２人となり、防犯面での課題が懸念される。

一方、昼休みを設けると全員が同時に休憩を取得できるため、窓口営業時間中は常時

４人の職員が店頭で接客することになる。 

 

（４）少人数店舗の職員の勤務管理の適正化 

 職員の勤務管理を適正化する目的がある。図表３のような少人数店舗の場合、接客

のため十分な休憩時間を取得できないケースもあるのではないか。または休憩時間が

不規則になり、昼食時間が 15時を過ぎるケースもあるのではないだろうか。働き方改

革による長時間労働の是正が問題となるなか、職員の勤務管理を適正化する一手法と

して、昼休みを設ける案が浮上している。 

 また前述のインストアブランチのように９時に窓口を開ける必要性が乏しいケース

もある。そのような支店については開店時間を実態に合わせることで、不要な勤務時

間の削減が期待される。 
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 ３．今後の展開   

 足元では過疎地域の支店の窓口営業時間を弾力運用する事例が太宗を占めるが、今

後は都市部の支店などにも弾力運用の拡大が見込まれる。想定される弾力運用の例と

して、①法人特化型店舗、②個人特化型店舗（ローンセンター併設支店を含む。）な

どがある（図表４）。 

 

（図表４）窓口営業時間の弾力運用の拡大例 

法 人 特 化 型 店 舗 

（支店） 

個人顧客の来店は原則なく、また法人顧客の来店客数も少ないため、開

店時間を遅くする、昼休みを設けるなどの弾力運用が想定される。 

個 人 特 化 型 店 舗 

（支店） 

開店時間を遅くしたり、休日に営業する代わりに平日休業としたりする

などの弾力運用が想定される。 

（備考）信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成 

 

（１）法人特化型の支店 

 東京や大阪といった大都市部で出店が相次ぐ空中店舗（法人特化型店舗）は、渉外

営業で融資開拓を行い、来店誘致には消極的である。個人顧客との取引も自然体で、

ＡＴＭを未設置の空中店舗もみられる。そのため空中店舗は、窓口営業時間を後ろ倒

したり、昼休みを設けたりしても問題ないとの意見がある。 

 

（２）個人特化型の支店 

 住宅ローンや預かり資産などの個人向け相談業務に力を入れる個人特化型店舗のな

かには、休日営業の導入や平日の窓口営業時間の延長などが行われている。顧客ニー

ズの調査などは必要となろうが、例えば平日 18 時まで窓口を開ける代わりに 10 時開

始や 11時開始などの営業時間設定や、不動産業者に合わせて休日営業の代わりに平日

を休業にすることなども行えるとの意見がある。 

 

（３）さらなる弾力運用の可能性 

 支店の窓口営業時間の弾力運用の事例とは異なるが、ある地域銀行では代理店の営

業時間の弾力運用策として、Ａ代理店を月・水・金の９時～15 時、Ｂ代理店を火・木

の９時～15 時に再設定した（29 年 12 月開始）。こうした取組みについては支店につ

いても可能であり、今後は顧客利便性を著しく損なわないこと、職員の労働条件が過

度に厳しくならないことなどを条件に、より柔軟な弾力運用を行う支店が登場すると

見込まれる。 

 個々の地域金融機関がマーケットの状況や経営戦略に沿った効率的な営業体制を実

現するための一手法として、さらなる弾力運用を行う支店が登場することも期待され

よう。 
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 ４．検討課題等       

 窓口営業時間の弾力運用を実施する際の検討課題は、①顧客への周知、②休業時間

中の応対、③コスト削減効果などとなる（図表５）。 

 

（図表５）検討課題 

顧 客 へ の 周 知 
当該店舗の顧客だけでなく、僚店の取引客、未取引の顧客などへの周知

策として、自行庫ＨＰへの情報掲載などを行う。 

休業時間中の対応 
窓口を閉める昼休み時間中に来店客があった場合、当該支店職員の応対

の有無などを決める必要がある。 

コ ス ト 削 減 効 果 
窓口営業時間の弾力運用そのもののコスト削減効果は限定的である。経

営資源の再配置を前提に検討する必要がある。 

（備考）信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成 

 

（１）顧客への周知 

 顧客への周知を徹底する必要がある。弾力運用を行う支店については店頭に①変更

後の営業時間、②営業時間の変更期間（実施期間を設定する場合）、③当該支店の最

寄りの営業所の名称・所在地・電話番号その他の連絡先を掲示する必要がある。 

 ただし弾力運用を行う当該支店に来店する顧客のなかには、僚店の取引顧客や未取

引の顧客などもいるだろう。店頭に来店し初めて昼休みなどを知ったのでは顧客満足

度が低下するかもしれない。顧客への周知を徹底するため、ＨＰへの情報掲載などを

実施し、弾力運用について広く案内することが求められよう。 

 

（２）休業時間中の対応 

 昼休みを導入した支店の多くが、昼休み時間中でも急な来店客などには柔軟に対応

するとしている。その場合、当該支店の職員は時間外勤務となる可能性もあるので、

休業中の対応について自行庫内でルール化する必要がある。 

 完全に窓口営業を行わないと選択するなら、店舗のシャッターを閉めたり、外線電

話を最寄りの店舗に自動転送したりするなどの対応が求められよう。 

 

（３）コスト削減効果 

 人員の効率化により当該支店の採算は向上するだろうが、金融機関全体の人員が削

減される訳でなく、人件費の削減効果は期待しにくい。物理的な店舗統廃合ではない

ので、物件費の削減効果も限定的とみられる。 

 むしろ支店の窓口営業時間の弾力運用は、人的経営資源の再配置を通じた生産性向

上の効果が期待される。これまで廃止が難しかった過疎地域の支店や来店客が極端に

少ない支店の人員を必要最低限な人数まで効率化し、浮いた人員を融資の見込める地
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域の支店などに配置することが可能となる。 

 

 おわりに                                   

 店舗体制の効率化を目的に母店制度（母店・サテライト店制度）を導入する地域金

融機関が増えてきた。有人の店舗ネットワークを可能な限り維持しつつ、経営の効率

化を目指す施策として注目される。窓口営業時間の弾力運用は店舗体制を再構築する

なかで、母店制度と同様、人員の再配置などに資する施策となり得る。そのため、過

疎地域で来店客の少ない小型の支店から弾力運用が広がっていこう。 

 地域金融機関は、引き続き経営の合理化と金融サービスの維持の両立が求められる

ので、支店の窓口営業時間の弾力運用についても検討俎上にあげる価値はあると考え

られる。 

                                  以 上 

                                （刀禰
と ね

 和之
かずゆき

） 
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